
※新聞を購読されている方には、 新聞に折り込まれます。
○新規のお申し込み 申込専用電話 1046（252）8684（市政戦略課） 
○届かない場合 （株）神奈川新聞総合サービス 70120（111）429 （無料）

希望者への「広報ざま」の戸別配布を実施中
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※写真は昨年のものです。

感染症の影響により、本紙掲載の行事の開催、施設の利用については、 市ホームページをご覧になるか、担当または問い合わせ先へお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症に関する事業者、就業者などの相談、郵送による手続きなどは、本紙 8 面をご覧ください。

　風邪の症状や37.5度以上の発熱、強いだるさ（倦
けん

怠
たい

感）、息苦
しさが 4日以上（高齢者、妊婦や基礎疾患のある方は 2日以上）
続いた場合は、次の相談先へ連絡してください。
帰国者・接触者相談センター（厚木保健福祉事務所）
☎046（224）1111（平日午前 8時30分〜午後 5時15分）
※それ以外は☎045（285）1015（平日午後 5時15分〜翌朝 8時30
分。土曜・日曜日、祝・休日は24時間（県庁内））。
県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
☎045（285）0536　5045（633）3770（受付時間午前 9時〜午後 9時）
厚生労働省電話相談窓口（コールセンター）
☎0120（565）653　503（3595）2756（受付時間午前 9時〜午後 9時）

手洗い・うがい・咳エチケットを手洗い・うがい・咳エチケットを

受診の目安・相談先受診の目安・相談先

外出時に気を付けるポイント外出時に気を付けるポイント
手洗いのポイント
　外出後、戻ってきたときには手洗いをする習慣
を付けましょう。その他、調理の前後、食事前な
どに小まめに行いましょう。手指に付いたウイル
スは、せっけんで丁寧に洗う事が有効です。手洗
いをするときは時計や指輪は外し、蛇口やレバー
で水を止めるときは手首やペーパータオルを使い
ましょう。また、手洗いをしていない手で目や口
を触ると、手に付いたウイルスが体内に入ってし
まう場合があります。

うがい
　外出先からの帰宅時など、外から帰ってきたときは、うがいをしましょう。

咳エチケット
　咳やくしゃみの症状があるときはマスクやハンカチを使いましょう。咳や
くしゃみを手で押さえると、手にウイルスが付着し、ドアノブなどを介して
感染が広がる可能性があります。

　新型コロナウイルスの感染は、東京などを中心に拡大を続け、政府の緊急事態
宣言が発令されました。
　市民の皆さんにおいては、手洗い、うがい、咳エチケットの励行や、不要不急
の外出を控える事など、感染予防に対するさらなるご理解とご協力をお願いいた
します。
市の方針と取り組み
　市では、市民の安全・安心のため、国の方針に基づき策定した「新型コロナウ
イルス感染症の拡大防止に向けた座間市の取り組みについて」（市ホームページ
から閲覧可）により、市が主催するイベントの実施、市の施設運営などについて
判断をしています。今後も政府の緊急事態宣言に従って、国・県・市各部署など
の情報を広く集め、共有・分析しながら、感染の予防に努めます。

新型コロナウイルス感染予防に向けて新型コロナウイルス感染予防に向けて

　新型コロナウイルスは
「換気が悪い密閉空間」
「多くの人が密集する空間」
「近距離（互いに手を伸ばしたら届く距離）での
会話や発声する空間」
で集団感染が起こりやすいと言われています。このような場所は
できるだけ避けましょう。

新型コロナウイルス感染症を防ぐために新型コロナウイルス感染症を防ぐために

政府の緊急事態宣言を受けて政府の緊急事態宣言を受けて
 新型コロナウイルスなどから自分や家族、周りの人を守るため、一人一人ができる工夫を 新型コロナウイルスなどから自分や家族、周りの人を守るため、一人一人ができる工夫を
行いましょう。 行いましょう。 担当 健康づくり課 ☎046（252）7225 担当 健康づくり課 ☎046（252）7225 55046（255）3550046（255）3550

手のひらで
洗い残しが多い部分

手の甲で
洗い残しが多い部分

せっけんを
使いましょう

蛇口やレバーは手首や
ペーパータオルを使いましょう
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　再生可能エネルギーの活用推進と地球温暖化防止を目的として、次の
設備を設置する方へ補助金を交付します。
　詳しくは、担当へお問い合わせください。
○補助内容　▽住宅用太陽光発電システム＝出力 1キロワット当たり 1
　万 2千円（上限 4万円）▽エネファーム＝ 4万円▽リチウムイオン蓄

電池＝ 4万円▽ＨＥＭＳ（ヘムス）＝ ８千円
○補助対象　市税の滞納がない、市内在住者または市内に住宅を購入・
建築する方

○申込方法　市役所 4階環境政策課などで配布する申請書（市ホームペ
ージからダウンロード可）に必要事項を明記し、設置着手の14日前ま
でに直接担当へ

担当� 環境政策課　☎046（252）7675　5046（257）774３

　地震による倒壊の恐れのあるブロック塀（コンクリートブロック塀、
石積塀、万年塀、門柱）などの撤去費用の一部を助成します。
　詳しくは、担当へお問い合わせください。
○対　象　次の全てに該当するもの
　・道路からの高さを60センチメートル未満にする工事（道路に面さな
い部分は対象外）
　・申請者がブロック塀の所有者である
　・ブロック塀等点検表で危険と判断される
　・未着工の工事
　・令和 ３年 ３月３1日（水）までに完了し実績報告書の提出ができる工事
○補助額　▽通学路＝撤去費用の 4分の ３（上限15万円）▽通学路以外
＝撤去費用の 2分の 1（上限10万円）

○申請方法　市役所 4階建築住宅課で配布する申請書、点検表（市ホー
ムページからダウンロード可）、案内図、塀の位置・延長・高さを記
入した図面、現況写真、撤去の見積書写しを直接担当へ

担当� 建築住宅課　☎046（252）7３96　5046（255）３550

　市コミュニティバスは、乗務員のマスクの着用、座席などの消毒、車
内換気を行った上で、通常通り運行します。運行状況については市ホー
ムページをご覧になるか、担当へお問い合わせください。
担当� 都市計画課　☎046（252）８2８9　5046（255）３550

　地下水・湧水を保全するため、次の
通り、雨水浸透施設等設置費用の一部
を助成しています。詳しくは、担当へ
お問い合わせください。
○助成額　▽雨水浸透ます（ ２ 基以上

設置する場合）＝1基当たり1万2，500
円（上限 4基。重点的涵養推進区域
は 1基 1万 7千円）▽雨水浸透トレ
ンチ＝ 1メートル当たり6，500円（上
限20メートル。 1メートル未満切り
捨て）▽浸透性アスファルト舗装（１００
平方メートル以上の駐車場）＝ 1平
方メートル当たり500円（上限500平
方メートル）▽雨水貯留槽＝本体価
格の 2分の 1（上限 2万 5千円。千
円未満切り捨て）

担当� 環境政策課　☎046（252）８214　5046（257）774３

　市では、協働のまちづくりを進めるため、市または市民活動団体か
らの提案による相互提案型協働事業を実施しています。令和 2年度は、
次の ３事業を相互提案型協働事業（団体提案協働事業）に決定しまし
た。
児童ホームの防災対策事業
　令和元年度に作成したハンドブックを基に、新たに 5カ所の児童ホ
ームで訓練、研修を行います。
○事業担当　ざま災害ボランティアネットワーク、子ども育成課
子育て家庭が暮らしやすい環境づくり支援事業
　インターネット媒体を使い情報発信やイベントを開催し参加者や関
係者の交流を図ります。
○事業担当　座間子育て応援プロジェクト！、子ども政策課
無縁遺骨を縁のある遺骨に変え適切に埋葬する事業
　無縁遺骨や拒否遺骨などの問題についてチラシ、冊子の作成および
セミナーや相談会を開催し、返還、埋葬を行います。
○事業担当　社会福祉法人足跡の会、生活援護課
担当� 市民協働課　☎046（252）7966　5046（255）３550

　まだ食べられるのに捨てられる食品を
「食品ロス」と言います。
　世界規模で見ると、生産された食料の
約 ３分の 1に当たる約1３億トンが毎年廃
棄されています。国内でも年間約1，700ト
ンが廃棄されており、約500～８00万トン
の食品ロスが含まれると推計されていま
す。これは世界の食料援助量の約 2倍で、約 5割が家庭から出たもの
です。
　世界では、年間約500万人の子どもが栄養不良に関連して 5歳になる
前に命を落としているという、悲しい現実があります。食品ロスのな
い社会を実現させるために「食べきれる分だけを注文する」「食材を
買い込み過ぎない」「賞味期限と消費期限の違いを理解する」「食材
の捨てる部分を減らす」などのご協力をお願いします。
担当� 資源対策課　☎046（252）79８5　5046（252）7616

　昭和56年 5 月３1日以前に建築された木造住宅を対象に、県建築士事
務所協会による無料耐震相談会を開催します。なお、市では、耐震診
断に関する電話や訪問などによる個別勧誘を行っていません。
○と　き　 5 月３0日（土）午前 9時３0分～午後 4時
　※相談は約45分で時間予約制（申込順）。
○ところ　青少年センター
○持ち物　受付後に市が送付する書類、確認申請などの図面（略図可）、
建物状況が分かる写真など

○申込方法　 4月20日（月）～ 5月11日（月）に電話、ファクスまた
は直接担当へ

相談会参加者への補助 
相談会に参加した方へ次の通り補助します。なお、住宅耐震改
修をした場合には、所得税額の特別控除および固定資産税額の減
額措置制度があります。
○耐震診断を希望する方　耐震診断費の 2分の 1（上限 5万円）
○改修計画書の作成を希望する方　改修計画書作成費用の 2分の
1（上限 5万円）

○耐震改修工事を実施する方　現場立ち会い費用の 2分の 1（上
限 ３万円）と耐震改修工事費用の 2分の 1（上限50万円）、一
定の収入に満たない場合は20万円加算、市内施工者を利用した
場合は20万円加算

担当� 建築住宅課　☎046（252）7３96　5046（255）３550

スマートハウス関連設備設置補助制度

危険ブロック塀等撤去補助金

コミュニティバスの運行

雨水浸透施設などの設置助成

相互提案型協働事業

なくそう「食品ロス」

木造住宅無料耐震相談会
〈雨水浸 透 ま す 〉 

〈雨水浸 透 ト レ ン チ 〉 

地下浸透 
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0120（867）860 　503（3562）8435
※ファミリー・ケア・ネットワーク（https://fa
milycare.sociohealth.co.jp/）から「ＷＥＢ健
康相談」を利用できます。 6桁の番号には「867
860」と入力してください。
担当　医療課　☎046（252）7295　5046（252）7043

座間市24時間健康電話相談2

担当　健康づくり課 　☎046（252）7225　 046（255）3550

※聴覚障がいのある方は、専用ファクス5119へお問い合わせください。
※救急診療は、急病で困ったときにご利用ください。
※基本的に救急診療は応急処置を行いますので、後日かかりつけの病院などで必ず診察を受けてください。
※電話をかける場合は電話番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意ください。

◆夜 間

月曜～金曜日    ：午後 7時～ 9時45分
土曜・日曜日、祝・休日：午後 6 時～ 9時45分

休日急患センター
（市民健康センター１階）1046（252）9090内 科

午後 6時～10時 （診療時間）外 科
月曜～金曜日    ：午後 7時～ 9時45分
土曜・日曜日、祝・休日：午後 6 時～ 9時45分

休日急患センター
（市民健康センター１階）1046（255）9933小児科

（外科系を除く）

受付時間診療場所電話番号診療科目

消防テレホンサービス1046（251）0119でご確認ください。

◆休日（日曜日・祝日）昼間
受付時間診療場所電話番号診療科目

午前 9 時～11時45分、午後 2時～ 4時45分休日急患センター
（市民健康センター１階）

1046（252）9090内科・外科
午前 9 時～11時45分、午後 2時～ 4時30分1046（252）8217歯 科
午前9時～正午、午後 2時～5 時（診療時間）

午前9 時～11時45分、午後2時～4 時45分休日急患センター
（市民健康センター１階）1046（255）9933小児科

（外科系を除く）

耳鼻咽喉科・ 消防テレホンサービス1046（251）0119でご確認ください。婦人科・眼科

救急診療 担当 医療課　1046（252）7295　5046（252）7043

◆深 夜

午後10時～翌日午前 8時消防テレホンサービス1046（251）0119でご確認ください。　内科・外科

小児救急情報センター1046（255）9933でご確認ください。小児科
（外科系を除く）

受付時間診療場所診療科目

午後10時～翌日午前 7時
 （重病の場合は午前 8 時）

※当番医療機関により異なる場合があります。
受付・診療時間は必ず当番医療機関へお問い合
わせください。

受付時間＝開始10分前まで　ところ＝市民健康セ
ンター　対象＝初産で妊娠18～35週の方とその配
偶者　参加費＝300円（テキスト代）　持ち物＝母
子健康手帳、筆記用具　申込方法＝ 5月 7 日（木）
までに電話で担当へ

とき＝ 4月28日（火）午後 1時15分～ 2 時15分受
け付け（時間厳守）　ところ＝
市民健康センター　対象＝令和
元年 9・10月生まれ（対象者に
は個別通知）と対象月に受けら
れなかった 1歳未満児

ハローベビークラス（母親父親教室）ＢＣＧ接種

ハローベビークラス（母親父親教室）ハローベビークラス（母親父親教室）

と　き 内　容

5月 9日 （土）
午前 9時30分～11時30分

妊娠中に知っておきたいこと、
歯のケアについて

5月16日 （土）
午前 9時30分～11時30分

体重管理のこつ、骨とカルシ
ウムについて

5月23日 （土）
午前 9時30分～11時30分 出産のイメージをつけよう

5月30日 （土）
午前 9時30分～11時45分

赤ちゃんの沐
もく

浴
よく

、妊婦疑似体
験

　がん検診など、受診可能な検診が確認でき、
受診の際に使用する「施設・集団検診の受診
確認票」を 5月中旬～下旬に対象者へ送付し
ます。
　75歳以上の方は、「後期高齢者健康診査の
健康診査票と受診券」に同封して送付します。

担当� 健康づくり課　☎046（252）7225
� 5046（255）3550

○と　き　 5 月26日（火）午前 9時30分～11
時30分（受け付けは午前 9時20分まで）

○ところ　市民健康センター
○内　容　おなか
を引き締めるた
めの体の動かし
方の実技他

○対　象　74歳以
下の方

○定　員　30人（申
込順）

○持ち物　筆記用
具、運動できる
服装と靴、飲み
物

○申込方法　 5月25日（月）までに電話、フ
ァクスまたは直接担当へ

担当� 健康づくり課　☎046（252）7225
� 5046（255）3550

施設・集団検診の
受診確認票

おなかすっきり
エクササイズ

　「母子手帳（母子
健康手帳）」は妊娠
中～子どもの予防接
種など、健康と成長
の記録をする大切な
ものです。
　妊娠をしたら医師
の診察を受け、妊娠
届出の申請をし、「母
子手帳」の交付を受
けましょう。
○必要書類　本人の
マイナンバーカー
ド（ない場合は運
転免許証・パスポート・在留カードなどの顔写真のある官
公庁が発行した身分証明書と、マイナンバーが記載された
通知カードまたは住民票の写しなど）
※代理人が申請する場合は担当へお問い合わせください。
○申請方法　必要書類を市役所 2階ネウボラざまりんに持参
※不明な点など、詳しくは担当へお問い合わせください。

担当� 健康づくり課　☎046（252）7225　5046（255）3550

　市では、スポーツ活動に対する意識の高揚を図
ることを目的として、次に該当する個人および団
体に激励金を給付しています（年 1回）。
○競　技　オリンピックや国民体育大会の正式種
目

○大　会　全国大会以上の規模で、国、地方公共
団体、日本スポーツ協会、国際的スポーツ団体
およびこれらに準ずる団体が主催する大会

○対　象　次のいずれかに該当する市内在住の個
人、市内所在の団体
　・県予選会、選考会などを経た、県の各種目団
体の協会
　・連盟などの推薦で、選手として出場する個人・
団体（ダブルス種目は個人）

　・国民体育大会、国際大会に、監督、コーチとして出場する方　
○給付金額　個人 5千円、団体 1万円
○申請方法　大会開催の14日前までに、市役所 2階スポーツ課で配布する申請用紙
（市ホームページからダウンロード可）に必要事項を記入し、予選会と本大会の
大会要項、予選会の記録など（全国大会に出場することが分かるもの）を添えて
直接担当へ

担当� スポーツ課　☎046（252）8177　5046（255）3550

母子手帳（母子健康手帳）の交付 スポーツ大会出場激励金
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一般会計歳入歳出構成図 

その他 
２，３１５，６２２千円（５．６％） 

歳入総額 
４１，５９４，９８９千円 

歳出総額 
４１，５９４，９８９千円 

市債 
２，６６７，９１５千円 

（６．４％） 

地方消費税交付金 
２，３６９，０３０千円 

（５．７％） 

繰入金 
１，４１５，２９０千円 
（３．４％） 

地方交付税 
１，８４６，３９０千円 

（４．４％） 

諸収入 ６５２，２６９千円（１．６％） 

県支出金 
２，９２６，４８７千円 

（７．０％） 
その他市税 
２，０４７，８６１千円（４．９％） 

公債費 
２，５２７，０３６千円（６．１％） 

その他 
６９６，３００千円（１．６％） 

歳出（目的別） 歳　入 

民生費 
２０，５１７，５２４千円 
（４９．３％） 

市民税　 
８，９６４，８３３千円 
（２１．６％） 

固定資産税 
８，３１９，１７０千円 
（２０．０％） 

国庫支出金 
８，０７０，１２２千円 
（１９．４％） 

国庫支出金 
８，０７０，１２２千円 
（１９．４％） 

総務費 
５，５６５，４３３千円（１３．４％） 

教育費 
３，９３１，５０５千円 

（９．４％） 

土木費 
３，１４９，８９４千円 

（７．６％） 

衛生費 
３，１４７，４９８千円（７．６％） 

消防費 
２，０５９，７９９千円（５．０％） 

令和２年度会計別予算 （単位：千円）

前年度予算との比較（伸び率）令和元年度令和２年度区　分

（ ２．９％）１，１８２，１９１４０，４１２，７９８４１，５９４，９８９一 般 会 計

（－３．７％）－４８０，２７４１２，９９２，８５０１２，５１２，５７６国 民 健 康 保 険 事 業
特
別
会
計

（ ７．４％）６７３，８４９９，０９５，７２０９，７６９，５６９介 護 保 険 事 業

（ １０．５％）１５８，５２１１，５１６，１４２１，６７４，６６３後期高齢者医療保険事業

（ １．５％）３５２，０９６２３，６０４，７１２２３，９５６，８０８小 計

（－６．９％）－２４６，１７６３，５４４，９９０３，２９８，８１４水 道 事 業公
営
企
業

会　
　

計
（－３．５％）－１５２，８６８４，４２３，５９０４，２７０，７２２公 共 下 水 道 事 業

（－５．０％）－３９９，０４４７，９６８，５８０７，５６９，５３６小 計

（ １．６％）１，１３５，２４３７１，９８６，０９０７３，１２１，３３３合　　　計

１４０ 

１２０ 

１００ 

８０ 

６０ 

４０ 

２０ 

性質別対前年度比較 （億円） 

令和元年度 

令和２年度 

０ 
人件費 物件費 維持補修費 扶助費 補助費等 その他 投資的経費 

　令和２年度当初予算が、３月の市議会定例会で可決されました。一般会
計の予算額は、４１５億９，４９８万９千円で、前年度比２．９パーセント、１１億８，２１９
万１千円の増額です。一般会計と三つの特別会計、二つの公営企業会計の
予算額を加えた市の予算総額は、７３１億２，１３３万３千円で、前年度比１．６パー
セント、１１億３，５２４万３千円の増額です。
担当 財政課　1０４６（２５２）８４０４　5０４６（２５５）３５５０

合計３１５，８３９円市民一人当たりの年間支出（かっこ内は対前年度増減額）
土木費教育費総務費民生費

２３，９１８円
（－３，０７１円）

２９，８５３円
（＋２，５５０円）

４２，２５９円
（＋１，４９６円）

１５５，７９３円
（+４，８４９円）

道路、河川、公園などの
整備のための経費

小・中学校での教育、生
涯学習などの経費

住民登録、選挙、交通安
全対策、環境対策などの
経費

高齢者や障がい者への生
活支援、保育所の運営な
ど福祉のための経費

その他消防費公債費衛生費

５，２８８円
（－６７円）

１５，６４０円
（－１３３円）

１９，１８８円
（＋２５４円）

２３，９００円
（+１，４２６円）

農業、商・工業の振興、
議会運営などの経費

消防、救急活動、防災な
ど市民の安全を守るため
の経費

市の借金の元金と利子を
支払うための経費

ごみ処理や市民の健康の
維持・増進などに必要な
事業のための経費

歳入
市民税や固定資産税などの市に納められる税金市 税

国から交付される補助金や負担金など国 庫 支 出 金

県から交付される補助金や負担金など県 支 出 金

公共施設の整備などをするときに借りる市の借金市 債

県に納められた地方消費税の２分の１に相当する
額を、市町村の人口および従業員数で案分して、
各市町村に交付されるお金

地 方 消 費 税 
交 付 金

国税として納められた後、地方公共団体の財政需
要により配分される税金地 方 交 付 税

積み立てられた基金などから引き出すお金繰 入 金

他の歳入科目に含まれない収入で、延滞金、雑入
など諸 収 入

使用料、手数料などそ の 他

歳出（性質別）
市職員給与、市議会議員報酬などの経費人 件 費

業務委託料、賃借料などの経費物 件 費

公共施設などの効用を保全するための経費維 持 補 修 費

生活保護、児童手当、医療扶助などに支出される
経費扶 助 費

負担金、補助金、交付金などの経費補 助 費 等

公債費や繰出金などの経費そ の 他

道路の整備や公共施設建設などのための経費投 資 的 経 費

※歳出（目的別）の用語説明は、左記の「市民一人当たりの年間支出」
を参照してください。

●用語解説

八 
BANK 消 防 署  

消 防 署  

paramedic

 令和２年度

当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額
７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億億２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円

 令和２年度

当初予算総額
７３１億２，１３３万３千円

市の花ヒマワリが咲くひまわりまつり会場（写真は昨年のものです）
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　目指すまちの姿「ともに織りなす　活力と個性　きらめくまち」の実現のた
め、９つの将来目標を立て、より効率的で質の高い行政サービスの提供ができ
るよう、目標に沿って次の通り事業を展開します。９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつののののののののののののののののののののののののののののののののの将将将将将将将将将将将将将将将将将将将将将将将将将将将将将将将将将来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標ととととととととととととととととととととととととととととととととと主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主ななななななななななななななななななななななななななななななななな施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策９つの将来目標と主な施策

   １ 笑顔あふれる　健やかなまち 

○（拡充）予防接種事業　３億７，２０４万円 
　　令和２年１０月から定期接種化されることとなったロタワクチンの接種を実施するため
に。 
☆財源内訳 国庫支出金 １，６５３万円 
 県支出金 ２６３万円 
 一般財源 ３億５，２８８万円 

○（継続）市民体育館大規模修繕事業　７，７６７万円 
　市民体育館中体育室の特定天井の改修工事を実施するために。 
☆財源内訳 国庫支出金 １，１０１万円 
 市債 １，９８０万円 
 一般財源 ４，６８６万円 

○（継続）母子健康包括支援事業　２，０５９万円 
　妊産婦健康診査、産後ケア、乳幼児の各種健診、相談事業を実施し、妊娠・出産・子
育ての切れ目のない支援の充実を図るために。 
☆財源内訳 国庫支出金 ９３５万円 
 県支出金 ３２０万円 
 一般財源 ８０４万円 

○（継続）広域救急医療事業　１億６，７９６万円 
　二次救急医療体制の安定的な運営を図るために。 
☆財源内訳 県支出金 １，６８０万円 
 諸収入 ７，１２３万円 
 一般財源 ７，９９３万円 

   ２ 支え合い　思いやりに満ちた　やすらぎのまち 

○（継続）地域福祉計画策定事業　４７１万円 
　「地域福祉計画（第４期）」を策定するために。 
☆財源内訳 一般財源 ４７１万円 

○（継続）総合福祉センター外装改修事業　７，３３５万円 
　総合福祉センターの外装および屋根の改修工事を実施するために。 
☆財源内訳 市債 ７，３３０万円 
 一般財源 ５万円 

○（継続）知的障がい者等地域生活支援事業　３億７，４１６万円 
　障がい者の地域生活支援の必要な事業所が増加し、施策展開のために。 
☆財源内訳 国庫支出金 １億７，６５０万円 
 県支出金 ９，３９９万円 
 一般財源 １億３６７万円 

○（拡充）生活困窮者自立支援事業　６，６６９万円 
　就職氷河期世代を含む生活困窮者に対する支援の更なる充実を図るために。 
☆財源内訳 国庫支出金 ４，６４４万円 
 一般財源 ２，０２５万円 

○（拡充）地域少子化対策推進事業　３，９９５万円 
　第１子育て支援センターおよび第３子育て支援センターで、利用者支援事業基本型を
開始するために。 
☆財源内訳 国庫支出金 ７８３万円 
 県支出金 ７８３万円 
 繰入金 １２万円 
 一般財源 ２，４１７万円 

○（拡充）私設保育施設助成事業　１，８２０万円 
　　幼児教育・保育無償化を実施するために。 
☆財源内訳 国庫支出金 ２９８万円 
 県支出金 １６０万円 
 一般財源 １，３６２万円 

○（新規）保育所割当システム導入事業　４６７万円 
　　保育所割当システム導入により市民サービスの向上を図るために。 
☆財源内訳 一般財源 ４６７万円 

   ３　共に考え　共に歩む　安心のまち 

○（新規）空き家対策計画策定事業　４７３万円 
　　空き家対策計画策定に必要な実態調査を行うために。 
☆財源内訳 国庫支出金 ８５万円 
 一般財源 ３８８万円 

○（拡充）安全安心まちづくり事業　２，７５０万円 
　　令和元年度に防犯カメラを増設したことに伴う所要の措置のために。 
☆財源内訳 一般財源 ２，７５０万円 

○（継続）国際交流事業　１，１２４万円 
　姉妹都市中・高校生交流事業は、国際親善大使２期生をスマーナ市へ派遣するために。 
☆財源内訳 繰入金 ４６４万円 
 一般財源 ６６０万円 

○（拡充）ホームページ作成事業　６７３万円 
　　先般の台風襲来時の教訓を踏まえ、災害時および注意喚起情報などを、より効果的に
発信するために。 
☆財源内訳 諸収入 ３６万円 
 一般財源 ６３７万円 

○（拡充）災害対策経費　２，３３５万円 
　相模川・鳩川・目久尻川の想定最大の洪水浸水想定区域および土砂災害区域などを反
映させたハザードマップの作成などのために。 
☆財源内訳 国庫支出金 １９９万円 
 県支出金 ９４万円 
 市債 ７００万円 
 一般財源 １，３４２万円 

○（継続）消防署消防車両更新事業　２億３，０２２万円 
　高所での災害に対応するはしご付き消防自動車を更新するために。 
☆財源内訳 国庫支出金 ７，５１６万円 
 市債 １億３，９３０万円 
 一般財源 １，５７６万円 

○（継続）東・北分署非常用発電設備更新事業　６，６３４万円 
　経年劣化が進んでいる東・北分署の非常用発電設備を更新するために。 
☆財源内訳 市債 ６，６３０万円 
 一般財源 ４万円 

○（継続）消防団器具置場整備事業　４，０８３万円 
　消防団拠点施設である器具置場の建て替えに伴い、公有財産購入、新築工事設計委託、
解体工事設計委託などをするために。 
☆財源内訳 県支出金 ２５１万円 
 市債 ３，７１０万円 
 一般財源 １２２万円 

   ４ のびやかに　豊かな心　はぐくむまち

○（拡充）幼稚園子ども・子育て支援事業　９億５，９６６万円
　　幼児教育・保育無償化を実施するために。 
☆財源内訳 国庫支出金 ４億１，２７４万円 
 県支出金 ２億５，０１８万円 
 一般財源 ２億９，６７４万円

○（新規）教育研究事業　１，７１２万円 
　学校の情報化を推進していくことから、ＩＣＴ支援員を配置し、小学校プログラミン
グ教育の充実を図るために。 
☆財源内訳 一般財源 １，７１２万円

○（新規）電子図書館構築事業　８８６万円 
　電子書籍を利用した新しいサービスによる読書機会の充実を図るために。 
☆財源内訳 諸収入 ６５５万円 
 一般財源 ２３１万円

○（拡充）要保護及び準要保護児童援助事業　６，２０１万円 
　令和３年度に新小学一年生となる未就学児がいる家庭に、令和２年度中に新入学学用
品費を入学準備金として支給するために。 
☆財源内訳 国庫支出金 ９万円 
 一般財源 ６，１９２万円

○（拡充）小学校外国語教育推進事業　２，６３３万円 
　新学習指導要領実施を踏まえ、外国語指導助手の派遣日数を増やし、外国語教育の充
実のために。 
☆財源内訳 一般財源 ２，６３３万円

○（継続）小学校施設整備事業　１億２，８７５万円 
　栗原小学校１号棟外壁改修工事設計委託、相模野小学校１号棟外壁および屋上防水改
修工事設計委託、東原小学校２号棟屋上防水改修工事、中原小学校屋上防水改修工事（Ⅱ
期）を実施するために。 
☆財源内訳 市債 ９，０２０万円 
 一般財源 ３，８５５万円

○（継続）中学校施設整備事業　１，１９２万円 
　西中学校１・２号棟外壁および屋上防水改修工事設計委託、東中学校１・２号棟給水
管改修工事設計委託を実施するために。 
☆財源内訳 一般財源 １，１９２万円

○（継続）小学校情報通信技術環境整備事業　１，８９９万円 
　普通教室に設置されている耐用年数の超過した電子黒板を更新し、情報教育環境のさ
らなる充実のために。 
☆財源内訳 一般財源 １，８９９万円

○（継続）中学校情報通信技術環境整備事業　８５４万円 
　普通教室に設置されている耐用年数の超過した電子黒板を更新し、情報教育環境のさ
らなる充実のために。 
☆財源内訳 一般財源 ８５４万円

○（新規）市民文化会館ＥＳＣＯ事業　３，８４５万円 
　令和２年度から１０年間のリース契約のために。 
☆財源内訳 一般財源 ３，８４５万円

   ５ 暮らし快適　魅力あるまち

○（継続）キャンプ座間返還地公園、広場、緑地等整備事業　３億５，４３１万円 
　キャンプ座間返還跡地の公園整備工事を実施するために。 
☆財源内訳 国庫支出金 ２億２，６０３万円 
 市債 ８，６５０万円 
 一般財源 ４，１７８万円

○（継続）座間南林間線道路改良事業　１億７，６６２万円 
　都市計画道路座間南林間線の事業実施に向けた用地の先行取得、都市計画変更手続き
および関係機関との協議を行うために。 
☆財源内訳 市債 １億５，６１０万円 
 一般財源 ２，０５２万円

   ６　きよらかな水　大切に守るまち

○計画推進のために必要な事業を継続して行っていきます。

   ７　地球にやさしい　活力あるまち

○（新規）経営安定化支援事業　２４万円 
　経営改善に取り組む事業者を支援するために。 
☆財源内訳 一般財源 ２４万円

   ８　未来志向　柔軟な発想　確かな行政経営

○計画推進のために必要な事業を継続して行っていきます。

   ９　市民起点　的確な判断と行動　信頼される行政運営

○（継続）市庁舎天井脱落対策事業　５，２６１万円 
　市庁舎１階市民ホールの特定天井の対策工事を行うために。 
☆財源内訳 国庫支出金 ２１８万円 
 市債 ３，９３０万円 
 一般財源 １，１１３万円

○（新規）市庁舎等ＥＳＣＯ事業　２，８６７万円 
　令和２年度から１０年間のリース契約のために。 
☆財源内訳 一般財源 ２，８６７万円
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対象＝現に居住している住宅の所有
者で、自らの資力では補修ができな
い方など　対象住宅＝半壊・一部損
壊の被害を受けた住宅　対象工事＝
１２月１５日（火）までに完了する工事
で、被災した屋根の補修工事または
被災した外壁などの耐震性の向上な
どに資する補修工事（税込み１０万円
以上の工事。完了済みの工事も対象） 
補助額＝１戸当たり工事費の２０％以
内（上限３０万円）　申請方法＝１２月
２８日（月）までに、市役所４階建築
住宅課で配布する申請書（市ホーム
ページからダウンロード可）に必要
事項を明記の上、直接担当へ※ 罹  災 

り さい

証明書、見積書などが必要です。　
問い合わせ先＝神奈川県県土整備局
建築住宅部住宅計画課1０４５（２１０） 
６５３９
担当 建築住宅課

1０４６（２５２）７３９６　5０４６（２５５）３５５０

漏水を見つけたらご連絡を

　道路上で漏水を見つけたら、市役
所1０４６（２５５）１１１１（代表）へご連絡
ください。大型連休中も対応します。
　なお、宅地内（止水栓から蛇口ま
で）の修理は、所有者の負担になり
ます。市指定給水装置工事事業者ま
たは市管工事業協同組合1０４６（２５１）
５１７９へ連絡してください。
担当 水道施設課

1０４６（２５２）７５１９　5０４６（２５７）４１５５

立野台地区女性消防隊車両を更新

　立野台地区女性消防隊の小型動力
ポンプ付積載車を３月１０日に更新し
ました。
　更新車両は、積雪時などの悪路に
備え４輪駆動を採用しスタッドレス
タイヤを備える他、広報用スピーカ
ー・アンプ、応急処置セット、折り
畳み担架などの資器材を積載してい
ます。火災予防や災害防除活動など
への効果が期待できます。
担当 消防総務課

1０４６（２５６）２４１２　5０４６（２５６）２２１５

講座企画運営団体募集

　市民団体に委託し、地域課題を解
決するための市民講座を開催してお
り、①市民自主企画講座および②家
庭教育講座を企画・運営する団体を
募集します。
内容＝①高齢社会や環境問題など社
会全般の課題に関する講座②家庭に
おける子育てや教育など家庭教育に
関する講座　対象＝政治・宗教・営
利を目的とせず①市内で継続的に活
動する会員５人以上の団体②継続的
に子育て学習活動を行う団体　委託
料＝上限①５万円②３万円　申込方
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お問い合わせやお申し込みは開館日時をご確認の上、ご連絡ください。市役所は原則として祝・休日や年末年始を除く月曜～金曜日の午前８時３０分～
午後５時１５分にお願いします。なお、ファクスでお申し込みの場合は、「件名」、「連絡先」など必要事項を明記してください。

法＝市役所５階生涯学習課で配布す
る企画書、収支予算書（いずれも市
ホームページからダウンロード可）
に必要事項を明記し、５月１１日（月）
までに直接担当へ
担当 生涯学習課

1０４６（２５２）８４７２　5０４６（２５２）４３１１

高等学校卒業程度認定試験

　同認定試験は、高等学校を卒業し
ていないなどの事由により、大学な
どの受験資格がない方に対し、高等
学校卒業者と同等以上の学力がある
かどうかを認定する試験です。合格
者には、大学、短期大学、専門学校
の受験資格が与えられます。
　詳しくは、市役所５階教育指導課
で配布する受験案内をご覧ください。
試験日＝８月１２日（水）・１３日（木） 
ところ＝横浜市立大学金沢八景キャ
ンパス
担当 教育指導課

1０４６（２５２）８７３２　5０４６（２５２）４３１１

消防車・救急車出動件数

火災・災害情報の問い合わせは、テ
レホンサービスへ1０４６（２５１）１３９９

�

�

◆子育てわくわく学級
とき＝６月１２日～７月１０日毎週金曜
日午前１０時～正午（全５回）　内容
＝子育て中の親同士が子育てに関す
ること、生活に役立つことを学び合
う　対象＝幼児を持つ親　定員＝２４
人（多数抽選）　参加費＝無料（５
回目のみ材料費５００円）　保育＝一人
５００円（５回分。１歳以上）※保育説
明会６月５日（金）午前１０時～１１時。 
申込方法＝５月２１日（木）までに電話、
ファクスまたは直接同センターへ

�

◆ひがしフリースペース・相談会
　不登校、学校を休みがちな方の居
場所としてフリースペースを運営し
ています。保護者の相談も受け付け
ています。
とき＝毎週水曜日午後５時～７時　
対象＝学校に行かない・行けない児

北地区文化センター
1０４２（７４７）３３６１　5０４２（７４７）８５４２

東地区文化センター
1０４６（２５３）０７８１　5０４６（２５３）０７８９

公式ツイッターへご登録を

　市の公式ツイッターでは、市政情
報やイベント情報、災害時の緊急情
報などを配信しています。
アカウント名＝＠Zama_City　アカ 
ウントＵＲＬ＝https://twitter.co 
m/Zama_City
担当 市政戦略課

1０４６（２５２）８３２１　5０４６（２５５）５０９０

まちづくりのための市民アンケート

　市民の皆さんのご意見を市政に反
映させるため、「まちづくりのため
の市民アンケート調査」を実施しま
す。
　この調査は、無作為に選んだ市民
に回答をお願いするもので、４月下
旬から５月上旬にかけて調査票を送
付します。調査票が届いた方は、ご
協力をお願いします。
担当 企画政策課

1０４６（２５２）８０４４　5０４６（２５５）３５５０

戦没者等遺族への特別弔慰金

　戦没者などの死亡当時のご遺族で
令和２年４月１日において、「恩給
法による公務扶助料」や「戦傷病者
戦没者遺族等援護法による遺族年金」
などを受け取る方がいない場合に、
額面２５万円、５年償還の記名国債が
支給されます。
　対象となる方は、次の順番による
先順位のご遺族一人です。
（１）令和２年４月１日までに戦傷
病者戦没者遺族等援護法による弔慰
金の受給権を取得した方
（２）戦没者などの子
（３）戦没者などの①父母②孫③祖
父母④兄弟姉妹※①～④の順。戦没
者などの死亡当時、生計関係を有し
ていることなどの要件を満たしてい
るかどうかにより順番が入れ替わり
ます。
（４）上記（１）～（３）以外のご
遺族で、戦没者などの死亡時まで引
き続き１年以上生計関係を有してい
た三親等内の親族（甥、姪など）
受付期間＝令和５年３月３１日まで
担当 生活援護課

1０４６（２５２）７１２２　5０４６（２５２）７０４３

台風による被災住宅に係る屋根
などの補修費用の一部を県が支援

　県では、台風１５号または１９号によ
る被災住宅に対して、屋根補修など
の費用の一部を支援します。

童生徒とその保護者　定員＝１０人程
度　参加費＝無料　申込方法＝電話、
ファクスまたは電子メール�koumi 
n_e@city.zama.kanagawa.jpで同
センターへ※電子メールの件名は「い
っしょにはなそう」。

�

◆自然のパワーを感じよう「春の谷
戸山公園たんけん」

とき＝５月１６日（土）午前９時３０分
～正午　ところ＝県立座間谷戸山公
園　内容＝親子で春の公園に行き自
然観察やネイチャーゲームを楽しむ
対象＝市内在住の小学生と保護者（小
学３年生以下は保護者同伴）　定員
＝２０人（多数抽選）　参加費＝無料 
持ち物＝マスク、タオル、ちり紙、
雨具、敷物、飲み物　申込方法＝５
月７日（木）までに往復はがきに「春
の公園たんけん参加希望」、参加者
全員の氏名（ふりがな）、学校名、
学年、郵便番号、住所、電話番号を
明記し、郵送（必着）または必要事
項を記入したメモに返信用はがきを
添えて直接同センターへ

�

◆おもちゃ病院
とき＝４月２６日（日）午前１０時～正
午　内容＝壊れたおもちゃの修理※
修理できない物もあります。　対象
＝小学生以下（保護者同伴）　定員
＝２０組（先着順）　費用＝無料※部
品代などは実費。　参加方法＝直接
同プラザへ
◆ＪＡＺＺ ＮＩＧＨＴ ＬＩＶＥ
とき＝５月３０日（土）午後７時３０分
～８時３０分　内容＝コーヒーを飲み
ながらジャズライブを楽しむ　対象
＝どなたでも　定員＝５０人（申込順） 
参加費＝５００円（コーヒー付き）　申
込方法＝電話または直接同プラザへ

�

◆パートタイム会計年度任用職員（事
務補助）

募集人数＝１人　応募資格＝パソコ
ン操作（エクセル・ワード）ができ
る方　業務内容＝用地管理に関する
資料作成など　勤務期間＝５月１日
～令和３年３月３１日　勤務日時＝月
曜～金曜日のうち週３日午前９時～
午後４時※出勤日応相談。　勤務場
所＝市役所４階　賃金＝時給１，０４３ 
円　選考方法＝面接　応募方法＝４
月２２日（水）までに市販の履歴書（写

青少年センター
〒２５２－００２３立野台１－１－４

1０４６（２５３）８４１１　5０４６（２５９）２１６３

プラっとざま
1０４２（７０５）３６１０　5０４２（７０５）３６３０

救急車（件）消防車（件）
１月～３月（累計）３月１月～３月（累計）３月
１，５５８４８３１６７４７令和２年
１，８１４５８２２０１６２平成３１年
－２５６－９９－３４－１５増減
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フ　勤務期間＝５月１０日（日）から 
勤務日時＝毎週日曜日午前１０時～正
午　勤務場所＝市公民館　対象＝ど
なたでも　申込方法＝４月３０日（木）
までに電話、ファクスまたは電子メ
ールで問い合わせ先へ　問い合わせ
先＝市国際交流協会事務局1０４６ 
（２５１）９０００5０４６（２０６）６４９３�z.i.a.０４ 
０５０１@kdr.biglobe.ne.jp（清水）

�

　このコーナーに掲載を希望する場
合は、市役所３階市政戦略課で配布
する掲載依頼用紙（市ホームページ
からダウンロード可）に必要事項を
明記し、市政戦略課に提出してくだ
さい。なお、掲載は申込順で１団体
年１回の掲載ですので、ご了承くだ
さい。
◆サークル会員募集掲載基準の一部
変更
　４月１日受け付け分から、サーク
ル会員募集掲載基準を一部変更しま
した。次のいずれかに該当するもの
は、掲載できません。
　● 政治・宗教活動に関するもの
　● 教室などの生徒募集
　● 講師が代表者を兼ねる団体および
講師の主導で運営される団体の会員
募集
　● 主な活動場所などが、市内でない
ものおよび個人宅などで行うもの
　● コミュニティセンターで活動する
場合において、その承認がないもの
　● 連絡先の氏名、電話番号、メール
アドレスなどが掲載できないもの
　● その他掲載することが不適当と認
められるもの
○座間陶芸会
とき＝毎月第２土曜・日曜日午後１
時～４時　ところ＝青少年センター 
内容＝陶器の制作　対象＝どなたで
も　会費＝月額５００円、粘土代１キロ
グラム４千円　問い合わせ先＝1 

０４６（２５３）８６５３（小俣）
○座間ジュニアソフトテニスクラブ
とき＝毎週水曜日午後７時～９時、
木曜日午後５時～９時、土曜・日曜
日・祝日午前９時～午後５時　とこ
ろ＝ひまわり公園テニスコート他　
対象＝市内在住の小学生（６年生か
らの入会は要相談）　会費＝年会費
６千円、コート代月額１，５００円　問い
合わせ先＝1０９０（２６５８）２１７５（佐藤）
○弥生会
とき＝毎月第１・３火曜日午後１時
３０分～３時３０分　ところ＝東地区文
化センター　内容＝ペン字練習、文
字構成から学ぶ　対象＝どなたでも 
会費＝月額１，７００円　問い合わせ先 
＝1０４６（２５１）２１６１（西川）
○イジュマー・ビッグバンド
とき＝毎月第１・３金曜日午後７時
～９時　ところ＝市公民館　募集パ
ート＝ギター、トランペット、トロ
ンボーン　対象＝楽器経験者　会費
＝入会金２千円、月額２千円　問い
合わせ先＝1０４６（２５４）１３２８（清水）

真貼付）に必要事項を記入し、本人
が直接担当へ
担当 財産管理課

1０４６（２５２）８６２６　5０４６（２５５）３５５０
◆国勢調査調査員
募集人数＝６００人程度　応募資格＝責
任を持って調査事務を遂行でき、調
査内容の秘密を厳守できる２０歳以上
で体力に自信がある方（警察・選挙
関係者、暴力団などの反社会的勢力
関係者を除く）　任命期間＝８月下
旬～１０月下旬予定　業務内容＝説明
会への出席、担当調査区内の地図な
どの作成、調査票の配布・回収、未
提出世帯への訪問、市への調査票の
提出など　報酬＝国の基準により担
当調査区数などに応じた額　応募方
法＝市役所５階情報システム課で配
布する申込書（市ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を明記
し、６月１２日（金）までに直接担当
へ※既に県の登録統計調査員として
登録している方は申し込み不要。
担当 情報システム課

1０４６（２５５）１１１１（内線３３２０） 
5０４６（２５５）３５５０

◆市環境審議会委員
募集人数＝５人程度　応募資格＝２０
歳以上の市内在住者で、市の他の附
属機関などの委員を三つ以上兼務し
ておらず、平日昼間に開催する会議
に出席できる方　内容＝環境保全お
よび創造に関する審議　任期＝６月
２５日～令和４年６月２４日　報酬＝市
規定による　選考方法＝書類審査（採
用された方は、市ホームページ上で
氏名を公表）　応募方法＝市役所４
階環境政策課などで配布する応募用
紙（市ホームページからダウンロー
ド可）に必要事項を記入し、「未来
に残したい座間市の環境について」
をテーマとした論文（４００字以上８００
字以内）を添えて５月１日（金）ま
でに〒２５２－８５６６座間市役所環境政策
課宛てに郵送（必着）または直接担
当へ
担当 環境政策課

1０４６（２５２）７６７５　5０４６（２５７）７７４３
◆パートタイム会計年度任用職員（事
務補助）

募集人数＝１人　応募資格＝子育て
の経験があり、子ども・子育てに関
心のある方　業務内容＝子育てに関
する相談、地域の子育て支援事業・
施設の情報提供や利用支援　勤務期
間＝採用日～令和３年３月３１日　勤
務日時＝月曜～金曜日のうち週２～
５日午前８時３０分～午後５時１５分の
うち５．７５時間　勤務場所＝市役所２
階　賃金＝時給１，０４３円　選考方法＝
面接　応募方法＝４月２４日（金）ま
でに市販の履歴書（写真貼付）に必
要事項を記入し、本人が直接担当へ
担当 子ども政策課

1０４６（２５２）８０２５　5０４６（２５５）５０８０
◆パートタイム会計年度任用職員（看
護介助員）

募集人数＝若干名　応募資格＝特別
支援教育に理解があり、看護師の免
許を有する方　業務内容＝市内小・
中学校特別支援学級での障がい児の

身辺の世話・移動の介助・安全の確
保など学級担任の補助と医療的ケア
（導尿他）　勤務期間＝５月１日～
令和３年３月２５日　勤務日時＝月曜
～金曜日のうち週３～５日午前８時
３０分～午後４時のうち５．７５時間※長
期休業期間の勤務はなし。　賃金＝
時給１，５８７円　勤務場所＝市内小・中
学校　選考方法＝面接　応募方法＝
４月２２日（水）までに市販の履歴書
（写真貼付）に必要事項を記入し、
本人が直接担当へ
担当 教育指導課

1０４６（２５２）８７３２　5０４６（２５２）４３１１
◆パートタイム会計年度任用職員（特
別支援教育支援員①補助員業務②
介助員業務）

募集人数＝①３人②３人　応募資格
＝①発達障がいのある児童・生徒の
教育に関心がある方②特別支援教育
に理解がある方　業務内容＝市内小・
中学校①通常級での発達障がいなど
の配慮を要する児童・生徒への支援・
補助②特別支援学級での障がい児の
身辺の世話・移動の介助・安全の確
保など学級担任の補助　勤務期間＝
５月１日～令和３年３月２５日　勤務
日時＝月曜～金曜日のうち週３～５
日午前８時３０分～午後４時のうち 
５．７５時間※長期休業期間の勤務はな
し。　賃金＝時給１，０４３円　勤務場所
＝市内小・中学校　選考方法＝面接 
応募方法＝４月２２日（水）までに市
販の履歴書（写真貼付）に必要事項
を記入し、本人が直接担当へ
担当 教育指導課

1０４６（２５２）８７３２　5０４６（２５２）４３１１

�

◆市へ　
▽ジョイントマット、バウンサー用
テーブル＝雨森和彦▽交通安全横断
旗１，３２０本、交通安全横断旗指示旗８０
本＝神奈川県トラック協会座間地区
会▽子ども用マスク３箱（５０枚入り）
＝三戸伸一
◆相武台東小学校へ
▽グランドピアノ＝菅正憲、菅正彦
◆地域福祉ふれあい基金へ
▽６５０万円＝故・加田歌子（成年後見
人佐藤幸雄）
◆市内児童ホームへ
▽読売ＫＯＤＯＭＯ新聞３月５日号・
１２日号各６００部＝読売センター各販 
売店

�

　このコーナーに掲載を希望する場
合は、掲載希望号発効日の１カ月と
１日前までに、市役所３階市政戦略
課で配布する掲載依頼用紙（市ホー
ムページからダウンロード可）に必
要事項を明記し、市政戦略課に提出
してください。なお、必ず掲載でき
るものではありませんので、ご了承

善意のともしび 
（敬称略） 

みんなの広場 

ください。
◆みんなの広場掲載基準の一部変更
　４月１日受け付け分から、みんな
の広場掲載基準を一部変更しました。
次のいずれかに該当するものは、掲
載できません。
　● 営利目的の宣伝、広報活動に当た
るものや教室などの生徒募集
　● 講師が代表者を兼ねる団体および
講師の主導で運営される団体が行う
もの
　● 政治・宗教活動に当たるもの
　● 個人的な宣伝に当たるもの
　● 主な活動場所などが、市内でない
ものおよび個人宅などで行うもの
　● 市の事業に関わりのない団体など
に関する「人の募集」
　● 掲載の意図、内容が不明確なもの
　● その他掲載することが不適当と認
められるもの
○各種相談
精神保健・認知症相談
とき＝随時（月３回程度）　ところ
＝厚木保健福祉事務所　内容＝心の
病気、アルコール・薬物などの依存
症、認知症の相談
専門的栄養相談
とき＝５月２１日（木）午前９時３０分
～午後４時　ところ＝厚木保健福祉
事務所　内容＝難病や合併症を有す
る方などの食事に関する相談
療育歯科相談
とき＝５月１３日（水）・２６日（火）
午前９時～１１時、午後１時３０分～３
時３０分　ところ＝厚木保健福祉事務
所　内容＝病気や障がい、発達の遅
れなどがある３歳未満児の歯科相談
エイズ、梅毒の無料検査・相談
とき＝５月７日・２１日いずれも木曜
日午後１時１０分～３時１０分　ところ
＝厚木保健福祉事務所　内容＝エイ
ズ、梅毒を匿名、無料で検査・相談
【共通事項】
申込方法＝電話で問い合わせ先へ　
問い合わせ先＝厚木保健福祉事務所
1０４６（２２４）１１１１
○専門家による相続・遺言など暮ら
しの無料電話相談
とき＝随時　内容＝行政書士、司法
書士、税理士などへ相続、遺言、不
動産名義変更、成年後見、離婚など
について相談　対象＝どなたでも　
相談方法＝電話で問い合わせ先へ　
問い合わせ先＝合同相談会実行委員
会1０１２０（６６）７８３０（高野）
○アルゼンチンフットボールクラブ
無料体験
とき＝毎週水曜・金曜日午後７時～
９時、土曜・日曜日午前９時～正午 
ところ＝栗原中学校グラウンド、相
模川多目的広場他　内容＝楽しみな
がらサッカーを学ぶ　対象＝小学生 
定員＝３０人（申込順）　申込方法＝電
話、ファクスまたは電子メールで問
い合わせ先へ　問い合わせ先＝1０９０ 
（２６４５）３６７２5０４６６（８６）５４２２�vicen 
te@cityfujisawa.ne.jp （ビセンテ）
○日本語講師募集
募集人数＝１５人（申込順）　業務内
容＝外国人のための「日本語おしゃ
べりカフェ」のボランティアスタッ
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座間市役所　〒252-8566　神奈川県座間市緑ケ丘一丁目₁番１号（郵便物は、郵便番号と「座間市役所＋課名」を記入することで届きます）
☎046（255）1111（代）　5046（255）3550　URL     　https://www.city.zama.kanagawa.jp/
◆開庁時間　月曜〜金曜日（祝・休日と年末年始を除く）午前₈時30分〜午後₅時15分（第₂・第₄土曜日の午前中は一部業務を実施）
★市民文化会館はハーモニーホール座間、市民体育館はスカイアリーナ座間、市民交流プラザはプラっとざま、総合福祉センターはサニープレ
イス座間、ふれあい会館はコミュニティプラザと表記します。お問い合わせは、 特に記載がなければ、開庁時間内にお願いします。

検索検索座間市ホームページ

広報広報広報広報

子ども・子育て支援について考えませんか子ども・子育て支援について考えませんか

座間市子ども・子育て会議委員を募集座間市子ども・子育て会議委員を募集

公営企業管理者公営企業管理者

新型コロナウイルス新型コロナウイルス

事業者、就業者などの相談、郵送による手続きなど事業者、就業者などの相談、郵送による手続きなど

　座間市子ども・子育て会議では、子育て世代の声を会議に反映させるた
め、次の通り「座間市子ども・子育て会議委員」を募集します。
○募集人数　 ３ 人
○応募資格　小学生以下の子どもを養育する市内在住・在勤者
○内　容　年間 ３日程度開催する会議で、保護者の視点から、市の子育て
支援施策について意見を述べていただく

○任　期　委嘱の日から 2年間
○報　酬　8,400円（会議出席時）
○選考方法　書類審査
○応募方法　市役所 2階子ども政策課で配布する応募用紙（市ホームペー
ジからダウンロード可）に必要事項を記入の上、「子ども・子育て支援
への思い」をテーマとしたテーマの論文（400字詰め原稿用紙 2枚以内）
を 5月29日（金）までに本人が直接担当へ

○受付時間　月曜〜金曜日（祝・休日を除く）午前 9時〜午後 5時
担当� 子ども政策課　☎046（252）8025　5046（255）5080

　市上下水道局において、 4月 1日に山本洋一氏（68歳・
立野台）が公営企業管理者に就任しました。
　山本氏は、技術職員として座間市役所に勤務し、平成22
年 4 月から平成24年 ３ 月まで上下水道部長を務めました。
同市再任用職員を経て、平成29年 4 月までハーモニーホー
ル座間館長を務めました。
　任期は、令和 6年 ３月３1日までです。

担当� 経営総務課　☎046（252）7480　5046（257）4155

事業者向け
経営や金融の相談先

総合的な支援
　経済産業省ホームページ（www.meti.go.jp/covid-19/index.html）を
ご覧ください。
　セーフティネット 4号・ 5号、危機関連保証などの認定、相談先がわか
らない場合は、担当へお問い合わせください。
担当� 商工観光課　☎046（252）7604　5046（255）３550

収入が減るなどで生活にお困りの方
◆生活に関する困りごとは自立サポート相談へ
　市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を含め、さまざまな要因で収
入が減るなどし、生活が困難または困難になる恐れがある方へ、「自立サ
ポート相談」として支援を行っています。また、離職などの理由で住居を
失う恐れのある方へ家賃の給付や、安定した生活を持続的に行えるように
なるための支援を行います。一人で悩まずにまずはご相談ください。
◆緊急小口資金などの特例貸付
　新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少があった世帯へ、生活
福祉資金貸付制度の緊急小口資金および総合支援資金（生活支援費）の特
例措置を設けています。詳しくは問い合わせ先へお問い合わせください。
○問い合わせ先　市社会福祉協議会　☎046（266）2025（受け付けは午前 9
時〜午後 5時）

担当� 生活援護課　☎046（252）8566　5046（252）704３

証明書などの郵送による取得方法・コンビニエンスストアでの証明書発行
◆郵送による取得
　市に本籍がある方の戸籍全部（個人）事項証明書（戸籍謄・抄本）や市
に住民登録がある方の住民票の写しなどの証明書は郵送で請求することが
できます。詳しくは担当へお問い合わせください。
◆コンビニエンスストアでの証明書の取得
　利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードや利用登録済
みの住民基本台帳カードをお持ちの方は、各種証明書をお近くのコンビニ
などのマルチコピー機設置店舗で取得できます。
担当� 戸籍住民課　☎046（252）808３　5046（255）３550

四ツ谷地区連合自治会のご紹介� （四ツ谷地区連合自治会） 
　四ツ谷地区連合自治会は、四ツ谷地区を
東・西・南・北・中に区分した 5つの単位
自治会で構成しています。四ツ谷地区の氏
神、日枝大神社の境内にある四ツ谷公民館
を拠点に、現在約500世帯の会員が住み良く
明るい地域づくりのためにお互いの連携を
図っています。市自連や座間市との緊密な
連絡と協調により会員の福祉の増進に努め
ており、毎月実施している防犯パトロールなど、地域の安全・安心と
発展にも貢献しています。
� 四ツ谷地区連合自治会　会長　小林　勇

毎月恒例の防犯パトロール

　自治会への加入などは、自治会総連合会事務局☎5046（252）8751へお問
い合わせください。

担当� 市民協働課　☎046（252）7966　5046（255）３550

自治会トピックス
地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域でででででででででででででたたたたたたたたたたたたただだだだだだだだだだだだだいいいいいいいいいいいいいままままままままままままま活活活活活活活活活活活活活躍躍躍躍躍躍躍躍躍躍躍躍躍中中中中中中中中中中中中中！！！！！！！！！！！！！安安安安安安安安安安安安安全全全全全全全全全全全全全・・・・・・・・・・・・・安安安安安安安安安安安安安心心心心心心心心心心心心心ななななななななななななな地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域づづづづづづづづづづづづづくくくくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりりりり！！！！！！！！！！！！！地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域ででででででででででででたたたたたたたたたたたただだだだだだだだだだだだいいいいいいいいいいいいまままままままままままま活活活活活活活活活活活活躍躍躍躍躍躍躍躍躍躍躍躍中中中中中中中中中中中中！！！！！！！！！！！！安安安安安安安安安安安安全全全全全全全全全全全全・・・・・・・・・・・・安安安安安安安安安安安安心心心心心心心心心心心心なななななななななななな地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域づづづづづづづづづづづづくくくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりりり！！！！！！！！！！！！

連連連連連連連連連連連連連 載載載載載載載載載載載載載
地域でただいま活躍中！安全・安心な地域づくり！

緑化祭り・大凧まつりの中止緑化祭り・大凧まつりの中止

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、① 4月29日（水）に開催
予定の「座間市緑化祭り」、② 5月 4日（月）・ 5日（火）開催予定の「座
間市大凧まつり」および同日開催予定のすべてのイベントを中止します。
詳しくは担当へお問い合わせください。
担当� ①について　　公園緑政課　☎046（252）7221　5046（255）３550
� ②について　市大凧まつり実行委員会事務局（商工観光課内）
� ☎046（252）7604　5046（255）３550

相談先 電話番号 相談時間（いずれも平日）

神奈川県金融課 ☎045（210）5695 午前 8時30分〜午後 5時15分

（公財） 神奈川産業振興センター ☎045（633）5201 午前 8時30分〜午後 5時15分

神奈川県信用保証協会厚木支店 ☎046（221）0633 午前 8時30分〜午後 5時15分

日本政策金融公庫厚木支店 ☎046（297）5071 午前 9時〜午後 5時

座間市商工会 ☎046（251）1040 午前 9時〜午後 5時

県中小企業団体中央会 ☎045（633）5131 午前 9時〜午後 5時30分

（公社） 商連かながわ ☎045（633）5184 午前 9時〜午後 5時

県商店街振興組合連合会 ☎045（633）5133 午前 9時〜午後 5時30分
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